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★ 随時募集とし、申込受付後、面接試験を随時実施します。 

※筆記試験はありません。 
 

 １．試験区分、募集人数及び受験資格 

試験区分 
募 集 受    験    資    格 

人 数 年 齢 要 件 資 格 等 要 件 

獣医師 １名程度 
採用時における年齢が５０

歳以下のかた 

獣医師免許を有するかたで、普通自動車運転免許を

有するかた 

 

※国籍及び障がいの有無にかかわらず、受験資格要件に適合するかたであれば受験可能です。 

 

 ◎ 欠格条項（次の各号に該当するかたは、受験できません。） 

  ① 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで

のかた 

  ② 高山市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しないかた 

  ③ 日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入したかた 

 

 

２．職務内容 

試験区分 職務内容 

獣医師 家畜の防疫衛生、診療、検診、伝染病予防、畜産環境保全等の業務 

 

 

３．試験の日時、場所、方法 

方法 日 時 場 所 

個別面接試験 
随時実施 

※申込受付後、受験資格審査を行い、面接試験の案内

を郵送します 

高山市役所 

 

 

４．受験申込手続き 

申込書の請求 直接請求 総務部総務課（本庁４階）、インフォメーション（本庁１階）、 

各支所地域振興課などでお渡しします。 

郵便請求 封筒の表に「受験申込書請求」と朱書し、宛先を明記した返信用封筒(角

形２号)と 140円切手を同封してください。 

インターネット  高山市ホームページ「職員採用」からダウンロード 

〈https://www.city.takayama.lg.jp/ shisei/1008397/1011832/1011440.html〉 



 

必要書類等 ①受験申込書 ････････････････････････････････････１通 

②写真 ･･････････････････････････････････････････１枚 

※申込み前６か月以内に撮影したものを受験申込書に貼付 

（上半身、脱帽、正面向き、縦 5㎝×横 4㎝） 

③最終学校の卒業（見込）証明書 ･･･  １通（６か月以内に交付のもの）  

④最終学校の成績証明書     ･･･  １通（６か月以内に交付のもの） 

⑤獣医師免許証（合格通知書）及び運転免許証の写し･･････････････ 各１通 

⑥身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳の写し ･･･  １通 

  ※上記手帳の交付を受けているかたのみ（等級及び障がい名のわかるもの） 

申込方法 

 

窓口申込 受付場所：総務部総務課（本庁４階）、各支所地域振興課 

     受付時間：平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 

郵送申込 封筒の表に「受験申込」と朱書し、必ず簡易書留郵便で下記郵送先へ送付 

      

     郵送先：〒５０６－８５５５ 高山市花岡町２丁目１８番地 

                   高山市役所総務部総務課人事担当 

 

ＷＥＢ申込 高山市職員採用募集ホームページの「【獣医師】高山市職員採用試験 

エントリーフォーム」から申し込んでください。 

 

申込受付期間   随時 
※採用者が決定した時点で募集終了とします。 

 

受験申込書の

受理確認 

受付後、受験資格審査を行い、改めて申込者本人に面接試験の案内を郵送します。 

 

 

 

６．合格から採用までの流れ 

   合格決定後、受験者に試験の結果を文書で通知します。 

最終合格者は、高山市職員採用候補者名簿に登載されます。 

 

採用日は、採用決定後、決定者と調整のうえ決定します。 

 

 

７．その他 

(1)給与等の例 

   令和 5年度の新規採用者の初任給は 224,900円で（初任給は職歴等により加算）、原則として

毎年１回昇給します。このほか扶養手当、時間外勤務手当、通勤手当、住居手当、期末手当、勤

勉手当などを支給します。 

 

(2)試験結果の提供 

試験結果については、受験者本人に限り、「総合得点」について開示します。運転免許証等写

真で本人であることを確認できるものを、高山市役所本庁舎４階総務課に持参してください。電

話、手紙、電子メール等による開示請求はできません。なお、開示期間は、当該試験の結果通知

受領の日から１ヶ月以内です。 

 


